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はじめに
　特許権の専用実施権者は、設定行為で定めた範囲
内において、業としてその特許発明の実施をする権
利を専有し（特許法77条２項、以下特許法について
は法律名を省略することがある。）、また、専用実施
権者は、当該専用実施権が設定された特許権を侵害
する第三者に対し、差止請求権（100条）、損害の額
の推定（102条）、過失の推定（103条）に関して、条
文上、特許権者と同等の権利を有する。

　一方、専用実施権の設定は、登録によりその効力
を発生する（97条１項２号）ことから、専用実施権
の存在そのものと、誰が専用実施権者であるかとい
うことは公示される。
　そのため、専用実施権を設定することは、特許権
者及び実施権者にとって事業戦略上好ましくない場
合もある１。このような理由から、実務上は、通常
実施権でありながら実施許諾契約で独占性を付与す
る独占的通常実施権が主に使用される。
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　後述のように、非独占的な通常実施権者に対して
は、特許権者及び専用実施権者に認められる権利が
条文上も裁判例上も認められないが、独占的通常実
施権者の権利については、条文上の規定がないため、
裁判で判断されることになる。本稿では、これまで
の裁判例により、独占的通常実施権者の権利につい
て検討する。

第１　独占的通常実施権者の損害賠償請求と
特許法102条・103条の類推適用

１．独占的通常実施権者の損害賠償請求権（そもそ
も損害賠償請求権があるか）
（１）概論

特許権の通常実施権者は、実施許諾の対象
となっている特許権を侵害する第三者に対して、
損害賠償請求をすることはできないと考えられ
ている。第三者の侵害行為により、通常実施権
者が何らかの経済的損害を受けることは否定で
きないが、このような経済的損害は、法的救済
に値するとは認められていない。その理由とし
ては、侵害行為と通常実施権者の損害の因果関
係が認められないこと２、通常実施権における
特許権者の債務は、通常実施権者の実施行為に
対して特許権者が権利行使をしないという不作
為債務に過ぎないこと、が考えられる。

しかし、独占的通常実施権者の場合、多くの
裁判例で、侵害者に対し、自ら被った固有の損
害の賠償請求が可能であるとされている。損害
賠償請求を認める根拠は、特許権者（自然人）
が独占的通常実施権者（法人）の代表取締役及
びその親族であるという実質的同一性にあると
する事案、債権侵害の法理に求める事案、独占
的通常実施権者の「独占的に発明を実施しうる
地位」が侵害者との関係で法律上保護される利
益と解した事案が見られる。

（２）個別裁判例（以下、下線部及び太字の強調
は筆者。）
ア．大阪地判　昭和54年２月28日：

通常実施権者（法人）に関して、権利者の
個人経営に等しく、他の者に通常実施権を許
諾したこともないので、「損害賠償請求の関
係においては実質上専用実施権者と同視して
差支えのない独占的通常実施権者と解するの

が相当」と判示した。
「第二　損害賠償請求について
 一　原告月坂が本件実用新案権者であるこ

とは前示のとおりである。
原告会社はその損害賠償請求期間中右実

用新案につき独占的通常実施権を有してい
た旨主張するが原告本人尋問の結果および
これにより真正に成立したと認める甲一六
号証によつても右のような事実は認められ
ず、かえつて、原告会社は昭和四九年一一
月一日原告月坂との契約で実施品売上金の
一割相当額の実施料を支払うのと引換に右
実用新案につき通常実施権を取得したもの
であることが認められる。ただし、さらに
前掲証拠および弁論の全趣旨を総合すると、
原告会社は昭和二三年五月二一日原告月坂
を代表者として設立された株式会社である
が、その実質は同原告の個人経営に等し
いもので、その規模も従業員十数名を擁す
るていどであり、本件実用新案についても
その出願人を原告月坂とした関係上、前記
のような自己契約を締結してはいるが、そ
の実質は同原告が自らの権利を実施してい
るに等しく、かつ他の者に通常実施権を許
諾したこともないことが認められる。した
がつて、原告会社は損害賠償請求の関係に
おいては実質上専用実施権者と同視して差
支えのない独占的通常実施権者と解するの
が相当で、結局、原告会社の前記主張は右
に説示の趣旨で理由があると考える。また、
通常実施権または独占的通常実施権の法的
性質が債権であるからといつて右権利侵害
を理由とする損害賠償請求を否定するいわ
れはない。

そして、被告らが過失によつて前記のよ
うな原告らの各権利を侵害していることは
実用新案法三〇条、特許法一〇三条によつ
て推定することができる（原告会社との関
係では右法条を類推適用するか、少くとも
後記認定のような事情および弁論の全趣旨
を勘案して事実上これを推定するのが相当
である。）。」

イ．神戸地判　平成８年９月９日
過失の推定規定及び損害の推定規定は意


